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緊急小口資金等の特例貸付における償還免除の特例の周知徹底について 

 

  

 平素より、厚生労働行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるこ

ととし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮することとしております。 

 この取扱について、詳細は検討中であり、別途お知らせしますが、償還免除の仕組みがあることにつ

ては十分な周知を行う必要があることから、「緊急小口資金等の特例貸付に係る適切な制度の周知の

徹底（依頼）」（令和２年４月 10 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長事務

連絡）において、各社会福祉協議会で作成されている周知リーフレットへ確実に記載していただくよう、

お願いしていたところですが、現在もなお、リーフレットへ記載を行っていない社会福祉協議会が確認

されるほか、相談において、償還免除の特例はない等、誤った説明を行っているとの指摘があるところ

です。 

 ついては、各都道府県社会福祉協議会においては、自身で作成されているリーフレットと管内市区町

村社会福祉協議会が作成されているリーフレットを確認の上、償還免除の特例に関する記載がない場

合等には、修正を行うよう対応をお願いします。また、相談や電話で制度の説明を行うに際しては、償

還免除の特例についてもご説明いただきますようお願いします。 

 なお、償還免除の特例を確実に周知していくため、別紙１のとおり、厚生労働省作成のリーフレットを

改訂しましたので、これを使用していただくか、独自のリーフレットを作成される場合には、住民の方の

目にとまるよう、別紙１のリーフレットにおける償還免除にかかる特例に係る記載の位置、フォント、色

等に倣っていただくようお願いします。また、別紙２として、制度概要資料の改訂版も添付しますので、

参考としていただきますようお願いします。 

 各都道府県におかれては、都道府県社会福祉協議会及び管内市町村に周知いただくよう、よろしくお

願いします。また、全国社会福祉協議会においては、都道府県社会福祉協議会・市区町村社会福祉協

議会に周知いただくよう、よろしくお願いします。 



一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費

等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して

おります。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付

の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資

金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例を設けた緊急小口資金

等の特例貸付を実施しています。

特例貸付の具体的な内容は裏面をご覧ください。また、具体的な

内容のご確認等は下記へお願いします。

貸付手続きの流れ

申
込
み
の
方

申込み 都道府県
社会福祉協議会

送付

貸付決定・送金

●一般的なお問い合わせは相談コールセンター
0120ｰ46ｰ1999 ※ 9:00～21:00（土日・祝日含む）

お申込みはお住まいの市区町村社会福祉協議会

又は労働金庫、取扱郵便局

※ 多くの都道府県・指定都市社協のHPでは、“リンク集”や“市町村・区社協一覧（名簿）”として市区町村
社協HPを掲載しております。

右のQRコードよりご確認下さい。掲載されていない場合は、インターネット上の検索サイトを利用して
検索をお願いします。

※ 郵送でのお申込みもできます。

※ 労働金庫及び取扱郵便局で申込みを受け付けるのは緊急小口資金のみであり、
総合支援資金については、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。

市区町村社会福祉協議会

都道府県の労働金庫※

都道府県の取扱郵便局※

（郵便局は窓口への持参のみの対応となります）

YMTSC
テキスト ボックス
別紙１



主に休業された方向け（緊急小口資金）

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、

休業等により収入の減少があり、緊急
かつ一時的な生計維持のための貸付を
必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

休業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額

20万円以内
※ 従来の１０万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当

する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。
ｱ 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等が
いるとき

ｲ 世帯員に要介護者がいるとき
ｳ 世帯員が4人以上いるとき
ｴ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要と
なった労働者がいるとき

ｵ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した
恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要と
なった労働者がいるとき

ｶ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入
減少により生活に要する費用が不足するとき

ｷ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸
付が必要な場合

■据置期間

１年以内

※ 従来の２月以内とする取扱を拡大。

■償還期限

２年以内

※ 従来の１２月以内とする取扱を拡大。

■貸付利子・保証人

無利子・不要

■申込先
市区町村社会福祉協議会

又は
お住まいの都道府県内の

労働金庫、取扱郵便局
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緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を
行います。

主に失業された方等向け（総合支援資金）※

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、

収入の減少や失業等により生活に困窮
し、日常生活の維持が困難となってい
る世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、

失業状態になくても、対象となります。

■貸付上限額
・（二人以上）月２０万円以内
・（単身） 月１５万円以内

貸付期間：原則３月以内

■据置期間
１年以内

※ 従来の６月以内とする取扱を拡大。

■償還期限
１０年以内

■貸付利子・保証人
無利子・不要

※ 従来、保証人ありの場合は無利子、な
しの場合は年１.５％とする取扱を緩和。

■申込先
市区町村社会福祉協議会
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生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

※総合支援資金のうち、生活支援費

赤字は従来の要件

を緩和したもの。

今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。



本則 特例措置

貸付対象者

緊急かつ一時的
な生計維持のた
めの貸付を必要
とする低所得世

帯等

新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、休業等により収入の減少
があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限 10万円以内
学校等の休業、個人事業主等（※）
の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内

据置期間 2月以内 1年以内

償還期限 12月以内 2年以内

貸付利子 無利子 無利子

本則 特例措置

貸付対象者

低所得世帯であって、収入の
減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯

新型コロナウイルス感染症の影響
を受け、収入の減少や失業等によ
り生活に困窮し、日常生活の維持

が困難となっている世帯

貸付上限
（二人以上）月20万円以内
（単身）月15万円以内
貸付期間：原則3月以内

同左

据置期間 6月以内 1年以内

償還期限 10年以内 同左

貸付利子
保証人あり：無利子
保証人なし：年1.5％

無利子

【緊急小口資金】
（一時的な資金が必要な方［主に休業された方］）

【総合支援資金（生活支援費）】
（生活の立て直しが必要な方［主に失業された方等］）

○新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。
○万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。
⇒これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化

個人向け緊急小口資金等の特例

償還免除について ：今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免

除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。

令和元年度予備費交付額 267億円
令和２年度補正予算 359億円

※世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足
するとき

注 総合支援資金（生活支援費）については、本来、自立相談支援事業等による支援を要件としているが、
貸付申請が増加している現状に鑑み、基本的に自立相談支援事業等による支援を不要としている。

YMTSC
テキスト ボックス
別紙２


